
施設等利用給付申請のフローチャート 

施設等利用給付（無償化）申請はうちの子必要？ 

※初めて申請をする方は、認定が下りた日からが無償化対象となります。認定日は遡れないため早めの申請を！ 

 
保育の必要とする事由に 

あてはまりますか？ 

【就労・就学・求職・妊娠・介護 etc…】 

利用している施設は？ 

➀公立保育所・認可保育園・地域型（小規模・事業所内）保育施設 

➁公立幼稚園 

➂認定こども園、私立幼稚園（新制度移行幼稚園） 

➃私立幼稚園（新制度未移行幼稚園） 

⑤認可外保育施設 

➅一時預かり・ファミリーサポートセンター・病児保育 

無償化対象（申請不要） 

午前の教育のみ利用希望 

午後の預かり保育を利用希望 

午前の教育のみ利用希望 

午後の預かり保育を利用希望 

午前の教育のみを利用希望 

午後の預かり保育を利用希望 

要申請（満 3 歳から 5 歳児まで無償化対象：新 1 号） 

無償化対象（申請不要） 

要申請（無償化対象：新 2 号） 

無償化対象（申請不要） 

利用施設は 

❺一時預かり、ファミリーサポートセンター、病児保育 

❹認可外保育施設、その他施設 

❸私立幼稚園（新制度未移行幼稚園） 

❷認定こども園、私立幼稚園（新制度移行幼稚園） 

❶公立幼稚園 

無償化対象外 

無償化対象外 

満 3 歳から 5 歳児まで午前の教育のみ利用希望 

午前の教育のみ利用希望 

要申請（無償化対象：新 1 号） 

対象児童 1 人対して必ず 2 つチェック☑がつくこと 

□嘉手納町に住所のある子 

□4 月 1 日時点で 3 歳～5 歳の子 

□4 月 1 日時点で 0 歳～2 歳の非課税世帯の子 

YES 

（はい） 

NO 

（いいえ） 

※新 2号：3歳～5歳児 

※新 3号：0歳～2歳児 

申請不要（無償化対象） 

 
午前の教育のみ利用希望 申請不要（無償化対象） 

 

要申請（無償化対象：新 2 号または新 3 号） 

要申請（無償化対象：新 2 号または新 3 号） 

要申請（無償化対象：新 2 号または新 3 号） 

要申請（無償化対象：新 2 号または新 3 号） 


